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交
通
災
害
共
済

▼
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
個
人
番
号

カ
ー
ド
）を
利
用
し
て
、
全
国
の
コ
ン

ビ
ニ
で
証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す
。

利
用
で
き
る
方

・�

山
武
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

※�

カ
ー
ド
交
付
時
に
設
定
し
た
４
桁
の

暗
証
番
号
が
必
要
で
す
。

・�

15
歳
以
上
で
成
年
被
後
見
人
で
な
い

方
利
用
で
き
る
時
間

　
午
前
６
時
30
分
～
午
後
11
時

※�

戸
籍
証
明
書
は
月
～
金
曜
日
（
祝
日

を
除
く
）
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※�

12
月
29
日
～
１
月
３
日
お
よ
び
シ
ス

テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
を
除
く

利	

用
で
き
る
店
舗　
セ
ブ
ン
︱
イ
レ
ブ

ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
サ
ー
ク
ル
Ｋ
・
サ
ン

ク
ス
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
セ
ー
ブ

オ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
（
マ
ル
チ
コ
ピ
ー

機
未
設
置
店
舗
は
対
象
外
）

注	

意
事
項　
市
役
所
で
発
行
し
て
い
る

証
明
書
と
は
異
な
る
用
紙
を
使
用
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
の
手
数
料
条

例
に
よ
り
免
除
と
な
る
場
合
で
も
、

コ
ン
ビ
ニ
交
付
に
よ
る
証
明
書
取
得

の
場
合
は
交
付
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。
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▼
８
月
は
一
斉
加
入
月
間　
家
族
そ
ろ
っ
て
ご
加
入
を

交
通
災
害
共
済
は
、
利
益
を
目
的
と

し
な
い
住
民
相
互
の
共
済
制
度
で
、
公

共
団
体
が
運
営
し
て
い
る
安
心
、
有
利

な
制
度
で
す
。

現
在
加
入
し
て
い
る
交
通
災
害
共
済

の
共
済
期
間
は
８
月
31
日
ま
で
で
す
。

平
成
㉙
年
度
の
加
入
申
込
期
間

　
８
月
７
日
㈪
～
㉛
日
㈭

加
入
方
法

区
長
・
自
治
会
長
さ
ん
を
通
じ
て
配

布
し
た
申
込
書
に
記
入
し
、
会
費
を
添

え
て
提
出（
申
込
書
は
市
民
課
・
出
張

所
に
も
あ
り
ま
す
）

※
市
内
幼
稚
園
、こ
ど
も
園
、小
・
中
学

校
に
在
籍
し
て
い
る
場
合
は
、会
費
が

安
い「
集
団
加
入
」を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
６
月
期
に
加
入
が
で
き
な

か
っ
た
方
は
、学
校
な
ど
を
通
じ
て
早

め
に
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

見
舞
金
の
対
象
と
な
る
事
故

自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
に
よ
る

人
身
事
故
で
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
か
ら
交
通
事
故
証
明
書
が
発
行
さ

れ
た
事
故

T　
市
民
課

�
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年会費700円
死亡見舞金150万円

※�マイナンバーや住民票コード、氏名変更などの履歴をのせた
住民票や住民票の除票を取得することはできません。

※戸籍証明書は市内に住所・本籍の両方がある方のみです。
※�住民票の交付制限などの手続きをされている方および同一世
帯の方はコンビニ交付サービスをご利用いただけません。

証明書の種類 内　容
コンビニ
交付
手数料

窓口
での
手数料

住民票謄本 世帯全員が記載されてい
る住民票の写し

1通
200円

1通
300円

住民票抄本
世帯のうち一部の方が記
載されている住民票の写
し

印鑑登録証明書 本人の印鑑登録証明書
（登録している方のみ）

所得課税証明書 本人の所得額、課税額等
が記載されている証明書

所得証明書 本人の所得額が記載され
ている証明書

課税（非課税）
証明書

本人の課税額が記載され
ている証明書
（非課税の方は非課税証
明書）

児童手当用
所得証明書 児童手当用の所得証明書

戸籍全部事項
証明書

戸籍内の全員が記載され
ている証明書 1通

450円戸籍個人事項
証明書

戸籍内の一部の方が記載
されている証明書

◆共済期間と年会費
申込日 共済期間 会費（1人あたり）

平成29年８月31日まで 平成29年９月１日～平成30年８月31日 700円

平成29年９月１日以降 加入申込日翌日～平成30年８月31日 加入月により700円～100円

◆見舞金の額
死亡見舞金 150万円

傷害見舞金 入院・通院実日数により２～50万円

身障見舞金（１級または２級） 傷害見舞金のほか50万円

交通遺児見舞金 遺児１人につき10万円
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行政からの
お知らせ

information

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診
を	

	
	

受
け
ま
せ
ん
か

市
で
は
８
月
か
ら
乳
が
ん
・
子
宮
が

ん
検
診（
集
団
検
診
）を
実
施
し
ま
す
。

乳
が
ん
検
診
は
１
２
０
０
円
、
子
宮
が

ん
検
診
は
８
０
０
円
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

一
部
日
程
に
つ
い
て
、
ま
だ
空
き
が

あ
り
、
受
診
予
約
が
可
能
で
す
の
で
、

ご
希
望
の
方
は
健
康
支
援
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

検
診
で
が
ん
の
早
期
発
見
を

生
涯
の
う
ち
乳
が
ん
を
患
う
日
本
人

女
性
は
12
人
に
１
人
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
40
歳
代
と
50
歳
代
の
方
は

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
と
超
音
波
検
査
の
交

互
検
診
を
行
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
検
診

を
受
け
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
ど
ち
ら

か
一
方
の
検
査
で
は
発
見
し
づ
ら
い
異

常
を
見
つ
け
や
す
く
な
り
ま
す
。
乳
が

ん
は
早
期
発
見
に
よ
り
適
切
な
治
療
が

行
わ
れ
る
と
、
良
好
な
経
過
が
期
待
で

き
ま
す
の
で
、
定
期
的
な
検
診
受
診
と

自
己
検
診
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

子
宮
頸
が
ん
は
Ｈ
Ｐ
Ｖ（
ヒ
ト
パ
ピ

ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
）に
感
染
す
る
こ
と

が
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
感

染
し
て
も
必
ず
し
も
が
ん
に
な
る
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
ん
に
な

る
と
し
て
も
感
染
か
ら
の
期
間
は
５
年

か
ら
10
年
以
上
と
言
わ
れ
て
お
り
、
定

期
的
に
検
診
を
受
け
る
こ
と
で
が
ん
に

な
る
前
の
段
階
で
診
断
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

ぜ
ひ
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

T　
健
康
支
援
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
７
１

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に

	

感
染
し
た
方
へ
の
給
付
金
の
支
給

平
成
６
年
頃
ま
で
に
出
産
や
手
術
に

よ
る
大
量
出
血
な
ど
の
際
に
、
血
液
か

ら
つ
く
ら
れ
た
医
薬
品
が
使
用
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
さ
れ
た
方
へ
の
お
知
ら
せ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
、
法
律（
C
型
肝

炎
特
別
措
置
法
）に
基
づ
き
、
国
を
相

手
と
す
る
裁
判
を
提
起
し
、
裁
判
の
中

で
①
血
液
か
ら
つ
く
ら
れ
た
医
薬
品
が

使
用
さ
れ
た
こ
と
②
そ
の
医
薬
品
が
使

用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
C
型
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
た
こ
と
③
慢
性
肝
炎

な
ど
の
症
状
を
確
認
で
き
れ
ば
、
国
と

和
解
を
し
た
う
え
で
、
給
付
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
こ
の
給
付
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
平
成
㉚
年
１
月
⓯
日
ま
で
に
国

を
相
手
と
す
る
裁
判
を
し
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
厚
生
労
働
省
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製

剤
等
に
関
す
る
相
談
窓
口

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�
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９
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受
付
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
６

時（
土
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
除
く
）

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

毎
年
夏
季
は
、
長
期
休
暇
な
ど
に
よ

り
学
校
や
企
業
、
団
体
な
ど
か
ら
の
献

血
へ
の
協
力
が
得
に
く
く
な
り
ま
す
。

献
血
は
身
近
に
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
よ
り
安
全
な
血
液

を
安
定
的
に
確
保
す

る
た
め
、
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

日　
時　
８
月
８
日
㈫　
午
前
10
～
11

時
45
分
・
午
後
１
～
４
時

場　
所　
成
東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

T　
健
康
支
援
課
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７
３

黄
色
の
封
筒
が
届
い
た
方
は

	

年
金
を
受
け
取
れ
ま
す

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
の
に
必

要
な
期
間（
受
給
資
格
期
間
）が
25
年
か

ら
10
年
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
日
本
年
金
機
構
で
は
、
こ
れ
ま

で
に
対
象
と
な
る
方
に
黄
色
の
封
筒
を

お
届
け
し
て
い
ま
す
。
制
度
の
開
始
は

８
月
１
日（
最
も
早
い
年
金
の
お
支
払

い
は
平
成
29
年
10
月
）で
す
。

ま
だ
、
請
求
手
続
を
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
今
す
ぐ
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
に

お
電
話
を
。
予
約
の
上
、
年
金
事
務
所

に
て
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

T　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

�

☎
０
５
７
０（
０
５
）１い

１い

６老

５後

　健
康・福
祉

「高齢者理美容サービス利用券」の
� 登録店情報を訂正します
　7月14日付で対象者に発送しました「山武市理美容サービス
利用券」裏面の登録店の記載に誤りがありましたのでお詫びし
て訂正します。
（誤）成東地区　ヘアースタジオ　エトワール（美容店）
　　　☎０４７５（８２）４９０６
（正）成東地区　ヘアースタジオ　エトワール（理容店）
　　　☎０４７５（８２）０３５８
T　高齢者福祉課　☎0475（80）2642
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長
寿
を
お
祝
い
し
て

	

記
念
品
を
贈
呈

敬
老
の
日
に
あ
た
り
、
節
目
の
年
齢

に
達
し
た
方
や
結
婚
50
周
年
を
迎
え
る

ご
夫
婦
に
、
長
寿
を
お
祝
い
し
て
記
念

品
を
お
届
け
し
ま
す
。
平
成
29
年
９
月

１
日
現
在
で
１
年
以
上
市
内
に
住
民
登

録
の
あ
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
結
婚
㊿
周
年
を
迎
え
る
ご
夫

婦
の
お
祝
い
は
事
前
に
申
請
が
必
要
で

す
。
該
当
さ
れ
る
方
は
８
月
21
日
㈪
ま

で
に
印
鑑
と
通
帳
の
写
し
を
持
参
の
う

え
高
齢
者
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
本
籍
が
山
武
市
に
な
い
方
は
、
戸

籍
謄
本
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

T　
高
齢
者
福
祉
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
４
２

　医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」の申請手続きをしておくと、次に該当する方
は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、１カ月（１日から月末まで）の窓口で
のお支払いが自己負担限度額までとなります。
１　70歳未満の国民健康保険加入者で国民健康保険税の未納のない方
　　《自己負担限度額（月額）》

　　※「所得」とは、基礎控除後の「総所得金額等」になります。
　　※「多数回該当」とは、過去12カ月の間に、同一世帯で４回以上該当したときの４回目以降の限度額になります。
　　※入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代などは対象外です。
２　世帯の国民健康保険加入者全員（国民健康保険に加入していない世帯主も含む）が住民税非課税の方
　�　入院時の食事代を所得区分が住民税課税世帯の方の場合と比較して減額できます。また、70歳以
上の方については医療費の自己負担限度額が低くなります。
　　《入院時の食事代の標準負担額》

　　《70歳以上の方の自己負担限度額（月額）》

◎低所得Ⅰ…各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円
� として計算）を差し引いたときに0円となる世帯に属する方
� （70歳以上の方のみ）
◎低所得Ⅱ…低所得Ⅰ以外の世帯に属する方
※70歳以上で所得区分が現役並み所得または一般の方は申請の必要はありません

対象者 祝金・祝品 お届け方法 申請

満99歳（白寿）
　（大正６年9月2日
　～大正７年9月１日生）

祝　金
50,000円

９月中旬から
各戸配布 不要

満88歳（米寿）
　（昭和３年9月2日
　～昭和４年9月1日生）

買物券
10,000円

９月中旬に
郵送 不要

結婚50周年（金婚式）
　（昭和41年9月2日から
　昭和42年9月1日に婚姻
　の届出をされた方）

祝　金�
5,000円

９月中旬に
口座振込 必要

※満77歳(喜寿)の記念品贈呈は廃止しました。

　認定証の有効期限は毎年７月31日ま
でとなります。すでに交付されている
方も引き続き認定を受ける場合は、再
度申請が必要となります。

手続きに必要なもの
保険証・印鑑（認め印）
※�１月２日以降に転入
された方は、１月１日
現在にお住まいであった市区町村の「所
得証明書（非課税証明書）」をお持ちくだ
さい。
S・T　国保年金課　
� ☎0475（80）1143

所得区分 自	己	負	担	限	度	額
所　得　901万円超 252,600円＋(総医療費－842,000円)×１％　【多数回該当：140,100円】
所　得　600万円超901万円以下 167,400円＋(総医療費－558,000円)×１％　【多数回該当：93,000円】
所　得　210万円超600万円以下 80,100円＋(総医療費－267,000円)×１％　【多数回該当：44,400円】
所　得　210万円以下 57,600円　【多数回該当：44,400円】
住民税　非課税世帯 35,400円　【多数回該当：24,600円】

所得区分 外来 外来＋入院
現役並み所得の方 57,600円 80,100円＋(総医療費-267,000円)×１％

【多数回該当　44,400円】
一般の方 14,000円

【年間限度額　144,000円】
57,600円

【多数回該当　44,400円】
低所得Ⅱの方 8,000円 24,600円
低所得Ⅰの方 8,000円 15,000円

所得区分 入院時の食事代（1食あたり）
一般の方 360円

70歳未満の住民税非課税の方
および70歳以上の低所得Ⅱの方

90日までの入院（過去12カ月の入院日数） 210円
90日を超える入院（過去12カ月の入院日数）160円

70歳以上の低所得Ⅰの方 100円

国民健康保険加入の方へ ─ 医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」の申請手続きを
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児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
ひ
と
り
親

	
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
制
度
の
届
出

	児童
扶
養
手
当

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方（
支
給
停
止
中
の
方
を
含

む
）は
、現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
は
、
８
月
１
日
の
現
況
を
確

認
し
、
児
童
扶
養
手
当
を
引
き
続
き
受

け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

の
も
の
で
す
。
提
出
さ
れ
な
い
と
、
８

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。
ま
た
、
２
年
以
上
届
け
出
が

な
い
場
合
は
、
手
当
の
支
給
を
受
け
る

権
利
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
対
象
の
方
に
は
、
７
月
末
に
現
況
届

の
用
紙
を
郵
送
し
て
い
ま
す
が
、
届

い
て
い
な
い
場
合
に
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

※
手
当
支
給
開
始
か
ら
５
年（
ま
た
は
支

給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
７
年
）を
経

過
し
て
い
る
方
は「
児
童
扶
養
手
当

一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出

書
」お
よ
び
関
係
書
類
も
あ
わ
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
該
当
者
の
方
に

は
、届
出
用
紙
を
郵
送
し
て
あ
り
ま
す
。

◆
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
ま

た
は
母
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
子
家
庭
お

よ
び
父
子
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と

自
立
を
支
援
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。手
当
を
受
給
す
る
に
は
、

申
請
が
必
要
で
す（
所
得
制
限
あ
り
）。

必
要
な
書
類
は
個
々
の
状
況
に
よ
り
異

な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
子
育
て

支
援
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
制

度
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
の
助
成
期
間

の
有
効
期
限
は
、７
月
31
日
ま
で
で
す
。

引
き
続
き
、
こ
の
制
度
の
利
用
を
希
望

さ
れ
る
方
は
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
８
月
分

か
ら
の
助
成
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
助
成
制
度
を
利
用
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
７
月
末
に
申
請
用
紙
を
郵

送
し
て
い
ま
す
が
、
届
い
て
い
な
い

場
合
は
子
育
て
支
援
課
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　

８
月
1
日
㈫
～
31
日
㈭

（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

休
日
受
付　
８
月
27
日
㈰　
午
前
９
時

～
午
後
５
時��

S
・
T　
子
育
て
支
援
課　

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
３
１

特
別
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
所
得

	

状
況
届
・
現
況
届
が
必
要
で
す

現
況
届
等
の
提
出
が
無
い
場
合
は
、

８
月
分
以
降
の
手
当
は
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

家
庭
で
障
が
い
の
あ
る
児
童（
20
歳

未
満
）を
介
護
し
て
い
る
父
母
ま
た
は

養
育
者
に
対
し
て
支
給
す
る
手
当
で
す
。

支
給
月
額　
1
級　
５
万
１
４
５
０
円

2
級　
３
万
４
２
７
０
円

　
※
所
得
制
限
あ
り

◆
特
別
障
害
者
手
当

著
し
く
重
度
の
障
が
い
が
重
複
し
て
い

る
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
に
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
在

宅
の
方（
本
人
）に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

支
給
月
額　
２
万
６
８
１
０
円

　
※
所
得
制
限
あ
り

◆
障
害
児
福
祉
手
当

著
し
く
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ

り
、
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
在
宅
の
方

（
本
人
）に
支
給
す
る
手
当
で
す
。

支
給
月
額　
１
万
４
５
８
０
円　

　
※
所
得
制
限
あ
り

な
お
、
届
出
が
必
要
な
方
に
は
、
届

出
書
等
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、
８
月

⓮
日
㈪
～
９
月
⓫
日
㈪
ま
で
の
間
に
、

必
ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

《
参
考
》
在
宅
重
度
知
的
障
害
者
及
び

ね
た
き
り
身
体
障
害
者
福
祉
手
当

療
育
手
帳
の
程
度
が
Ａ
以
上
で
⓴
歳

以
上
の
在
宅
の
方
ま
た
は
そ
の
介
護

者
、
自
宅
で
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
状

態
の
身
体
障
害
者
で
⓴
歳
以
上
�
歳
未

満
の
方
ま
た
は
そ
の
介
護
者
に
支
給
す

る
手
当
で
す
。

支
給
月
額　
８
６
５
０
円　
※
特
別
障

害
者
手
当
と
の
併
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

T　
社
会
福
祉
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）２
６
１
４

親
業
講
座
を
開
催
し
ま
す	

子
ど
も
の
心
を
理
解
し
、
子
ど
も
の

考
え
る
力
を
伸
ば
す
温
か
い
親
子
関

係
・
兄
弟
関
係
を
築
く
た
め
の
講
座
で

す
。
保
護
者
は
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
に

関
わ
る
方
の
参
加
も
歓
迎
し
ま
す
。

※
託
児
申
し
込
み
締
め
切
り

８
月
16
日
㈬
・
要
予
約

日	　
時　
８
月
22
日
㈫　
午
前
10
～
11

時
30
分

場	　
所　
さ
ん
ぶ
の
森
中
央
会
館　
視

聴
覚
室

S
・
T　
生
涯
学
習
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
４
５
６

育
教・
て
育
子
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農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の

	

適
正
処
理

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
排
出
事
業
者

（
農
業
生
産
者
）自
ら
の
責
任
に
お
い
て

適
正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
不
法
投
棄
・
野

焼
き
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協
議
会
で

は
、
農
業
生
産
者
の
皆
さ
ん
の
使
用
済

み
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
に
つ
い

て
、
地
域
ご
と
に
一
斉
回
収
日
を
設
け

て
回
収
処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

回
収
に
は
産
廃
処
理
契
約
農
家
の
登

録
が
必
要
で
す
。
回
収
場
所
・
時
間
な

ど
詳
し
く
は
、
農
家
組
合
に
配
布
す
る

回
覧
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ビ
ニ
ー
ル
に
は
、
農
家
登
録
番
号

を
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

一
斉
回
収
日

◆
山
武
地
域

８
月
16
日
㈬　
Ｊ
Ａ
日
向
支
所

８�

月
23
日
㈬　
さ
ん
ぶ
野
菜
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

８�

月
29
日
㈫　

睦
岡
園
芸
出
荷
組

合
、
ワ
タ
ミ
フ
ァ
ー
ム

８�

月
30
日
㈬　
丸
朝
園
芸
農
協
第
八

出
荷
場

８
月
31
日
㈭　
Ｊ
Ａ
睦
岡
支
所

◆
成
東
地
域

10�

月
11
日
㈬　
Ｊ
Ａ
成
東
支
所
、　

小
川
商
店

10
月
12
日
㈭　
Ｊ
Ａ
緑
海
支
所

10
月
18
日
㈬　
Ｊ
Ａ
南
郷
支
所

10
月
19
日
㈭　
Ｊ
Ａ
鳴
浜
支
所

平
成
30
年
２
月
22
日
㈭　
小
川
商
店

平�

成
30
年
２
月
23
日
㈮　
Ｊ
Ａ
南
郷

支
所

◆
蓮
沼
地
域

10
月
19
日
㈭　
Ｊ
Ａ
蓮
沼
支
所

◆
松
尾
地
域　

11
月
１
日
㈬　
Ｊ
Ａ
豊
岡
支
所

11�
月
２
日
㈭　

�

Ｊ
Ａ
松
尾
支
所
、　

Ｊ
Ａ
大
平
支
所

搬
入
上
の
注
意
点

①
品
目
ご
と
に
区
別
し
て
梱
包
す
る
。

②
石
、
金
属
、
竹
片
、
木
片
・
ゴ
ム
類

な
ど
は
絶
対
に
混
入
さ
せ
な
い
こ
と
。

※
毎
年
、
小
さ
な
ゴ
ム
類
な
ど
の
混

入
が
有
り
、
現
場
・
工
場
で
は
非

常
に
困
っ
て
い
ま
す
。
ご
協
力
お

願
い
し
ま
す
。

③
荷
姿
や
土
の
付
き
具
合
を
チ
ェ
ッ
ク
し

不
適
切
な
も
の
は
返
却
し
ま
す
。

�

ご
理
解
・
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

T　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協
議
会

事
務
局（
農
林
水
産
課
農
水
係
内
）

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
１
１

山
武
の
地
域
資
源
の
活
用
に

	

取
り
組
む
方
を
応
援
し
ま
す
！

市
で
は
、
意
欲
あ
る
農
林
漁
業
者
、

商
工
業
者
が
行
う
山
武
市
の
地
域
資
源

を
活
用
し
た
６
次
産
業
化
や
農
商
工
連

携
に
よ
る
取
り
組
み
を
支
援
す
る
補
助

制
度
を
設
け
て
お
り
、
現
在
、
補
助
制

度
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
２
次
募
集
を

行
っ
て
い
ま
す
。

産
品
等
の
開

発
や
生
産
加
工

施
設
、
販
売
施

設
の
整
備
を
計

画
さ
れ
て
い
る

方
は
利
用
に
つ

い
て
ご
検
討
く

だ
さ
い
。

補
助
対
象
者　
市
内
に
住
所
を
有
す
る

個
人
ま
た
は
事
務
所
を
有
す
る
法
人

そ
の
他
の
団
体
等

対
象
事
業
お
よ
び
補
助
金
額

①
産
品
等
開
発

　
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

�

（
上
限
金
額
50
万
円
）

②
生
産
加
工
施
設
・
機
械
整
備

　
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

�
（
上
限
金
額
１
０
０
万
円
）

③
加
工
・
販
売
施
設
整
備

　
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１
以
内

�

（
上
限
金
額
１
０
０
万
円
）

申
請
方
法　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
募
集
要
項
を
ご
覧
に
な

る
か
、
わ
が
ま
ち
活
性
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

採
択
方
法　
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
審

査
委
員
に
よ
る
審
査
会
で
採
択
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
補
助
を
行
い
ま
す
。

募
集
期
限　
９
月
11
日
㈪

※
今
回
の
募
集
で
事
業
認
定
額
が
予
算

額
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
、
予
算
額

に
達
す
る
ま
で
順
次
募
集
し
ま
す
。

T　
わ
が
ま
ち
活
性
課　

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
０
２

h
http://w

w
w
.city.sam

m
u.lg.jp/

soshiki/14/rokujisangyo.htm
l

中
小
企
業
の
退
職
金

	

国
の
制
度
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！

中
小
企
業
退
職
制
度
は
、
中
小
企
業

の
事
業
主
が
、
従
業
員
の
退
職
金
を
計

画
的
に
準
備
で
き
る
国
の
退
職
金
制
度

で
す
。

国
の
掛
金
助
成
や
税
法
上
の
優
遇
も

受
け
ら
れ
手
数
料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

家
族
従
業
員
や
パ
ー
ト
の
方
も
加
入

で
き
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

T　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

�

☎
０
３（
６
９
０
７
）１
２
３
４

産
　
業
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「
Ｎ
・
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
」
で
成
田
空
港
を	

	

も
っ
と
身
近
に
！

成
田
空
港
を
お
得
に
利
用
で
き
る

Ｎ
・
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
は
、
市
内
に
お
住
い
の

15
歳
以
上
の
方
な
ら
誰
で
も
つ
く
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
小
・
中
学
生
向
け
成

田
空
港
パ
ス
ポ
ー
ト
所
有
者
は
除
く
）。

サ
ー
ビ
ス
特
典

①
空
港
内
店
舗
で
の
商
品
の
割
引
や
記

念
品
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す（
一
部

対
象
外
の
店
舗
が
あ
り
ま
す
）。

②
空
港
内
指
定
駐
車
場（
Ｐ
１
ま
た
は

Ｐ
２
）の
駐
車
料
金
が
割
引
に
な
り

ま
す
。
空
港
内
店
舗
で
ご
利
用
合
計

額
が
１
０
０
０
円
以
上
の
レ
シ
ー
ト

（
当
日
利
用
分
の
み
）と「
Ｎ
・
Ｐ
Ａ

Ｓ
Ｓ
」を
出
庫
時
に
出
口
係
員
に
ご

提
示
く
だ
さ
い
。
３
時
間
ま
で
無
料

と
な
り
ま
す
。

③
航
空
科
学
博
物
館
の
入
館
料
が
２
割

引
き
に
な
り
ま
す
。

申
請
方
法　
お
近
く
の
申
請
窓
口
に
必

要
書
類
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

①
パ
ス
ポ
ー
ト
サ
イ
ズ（
45
㎜
×
35
㎜
）

の
証
明
写
真　
１
枚

②
現
住
所
が
確
認
で
き
る
運
転
免
許
証

や
保
険
証
な
ど（
コ
ピ
ー
を
取
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
）

③
申
込
書（
各
申
請
窓
口
お
よ
び
企
画

政
策
課
空
港
み
ら
い
対
策
室
に
用
意

し
て
あ
り
ま
す
）

申
請
窓
口　

Ｎ
Ａ
Ａ
ビ
ル　

成
田
市

成
田
国
際
空
港
内（
成
田
空
港
第
２

タ
ー
ミ
ナ
ル
隣
）・
山
武
地
域
相
談
セ

ン
タ
ー（
平
成
29
年
新
設
：
横
芝
光
町

役
場
２
階
）・
南
地
域
相
談
セ
ン
タ
ー

（
山
武
郡
芝
山
町
大
里
18

｜
52
芝
山
町

中
央
公
民
館
千
代
田
分
館
２
階
）・
北

地
域
相
談
セ
ン
タ
ー（
成
田
市
花
崎
町

７
５
０

｜

１
千
葉
交
通
ビ
ル
３
階
）・

茨
城
地
域
相
談
セ
ン
タ
ー

※
企
画
政
策
課
空
港
み
ら
い
対
策
室
で

も
申
請
の
取
り
次
ぎ
は
可
能
で
す
。

　

�
た
だ
し
、
即
日
交
付
で
は
な
く
、
交

付
ま
で
数
日
を
要
し
ま
す
。

T　
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
地
域
共

生
部
共
生
業
務
グ
ル
ー
プ
Ｎ
・
Ｐ
Ａ

Ｓ
Ｓ
担
当

�

☎
０
４
７
６（
３
４
）５
８
５
８

　
　
　
（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

�

※
正
午
～
午
後
１
時
は
除
く

　
企
画
政
策
課
空
港
み
ら
い
対
策
室

�

☎
０
４
７
９（
８
０
）７
１
１
５

成
田
空
港
周
辺
地
域
を	

	

よ
く
す
る
活
動
を
応
援
し
ま
す

成
田
空
港
地
域
共
生
・
共
栄
会
議
で

は
、
広
く
一
般
か
ら
成
田
空
港
周
辺
地

域
の
共
栄
に
つ
な
が
る
協
働
事
業
を
募

集
し
ま
す
。

選
定
さ
れ
た
事
業
は
、
事
業
実
施
団

体
と
共
生
・
共
栄
会
議
の
共
栄
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
協
働
で
実
施
す
る
こ

と
と
し
ま
す
。

対
象
事
業　
成
田
空
港
周
辺
地
域
の
地

域
振
興
、
観
光
振
興
ま
た
は
景
観
形

成
等
に
つ
な
が
る
事
業
で
あ
っ
て
、

対
象
地
域
の
う
ち
２
市
町
以
上
を
含

む
事
業

対
象
地
域　
成
田
市
、
富
里
市
、
山
武

市
、
香
取
市
、
多
古
町
、
芝
山
町
、

横
芝
光
町
、
栄
町
お
よ
び
神
崎
町

実
施
期
間　
平
成
30
年
４
月
１
日
～
平

成
31
年
３
月
31
日

負
担
金
額　
１
事
業
１
０
０
万
円
以
下
交
付

選
定
事
業
数　
２
事
業　
た
だ
し
１
団

体
に
つ
き
１
事
業
ま
で
選
定

募
集
期
間　
８
月
１
日
㈫
～
10
月
２
日

㈪　
必
着

詳
細
に
つ
い
て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

T　
成
田
空
港
地
域
共
生
・
共
栄
会
議

�

☎
０
４
７
９（
８
５
）７
７
１
５

h
http://www.narita-kyousei.gr.jp/

空
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
ご
利
用
案
内	

芝
山
鉄
道
延
伸
連
絡
協
議
会（
芝
山

町
・
横
芝
光
町
・
山
武
市
で
構
成
）で

は
、
成
田
国
際
空
港
と
横
芝
屋
形
海
岸

を
結
ぶ「
空
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
」を
運
行

し
て
い
ま
す
。

運
行
ル
ー
ト
・
時
刻
表
に
つ
い
て

は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
市
役

所
、
各
出
張
所
備
え
付
け
の
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

空
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
、
成
田
空
港
高

速
バ
ス
を
利
用
し
て
、
お
安
く
お
手
軽

に
都
心
ま
で
行
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

都
心
ま
で
の
交
通
ア
ク
セ
ス
と
し

て
、
ぜ
ひ「
空
港
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
」を
利

用
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す

T　
千
葉
交
通
㈱
成
田
空
港
営
業
所

�

☎
０
４
７
６（
２
２
）０
７
８
３

　
企
画
政
策
課
空
港
み
ら
い
対
策
室

�

☎
０
４
７
９（
８
０
）７
１
１
５

暮
ら
し・環
境
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結
婚
新
生
活
を
支
援
し
ま
す

市
で
は
、
少
子
化
対
策
の
強
化
な
ど

を
目
的
と
し
て
、
新
婚
世
帯
が
新
生
活

を
始
め
る
際
の
新
居
の
住
居
費
や
引
越

し
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
対
象
と
な
る
方

①
平
成
29
年
４
月
１
日
以
降
に
婚
姻
届

を
提
出
し
、
受
理
さ
れ
た
夫
婦

②
世
帯
の
所
得
が
３
４
０
万
円
未
満
で
あ

る
こ
と（
所
得
証
明
書
を
も
と
に
、
平

成
27
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
夫
婦
の
所
得
を
合
算
し
た
金
額
）

③
対
象
と
な
る
住
居
が
市
内
に
あ
り
、

夫
婦
と
も
に
当
該
住
居
の
住
所
地
に

住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と

④
夫
婦
と
も
に
市
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と

補
助
対
象　
住
居
費
＝
結
婚
を
機
に
新

た
に
物
件
を
購
入
ま
た
は
貸
借
す
る

際
に
要
し
た
費
用

　
引
越
し
費
用
＝
引
越
し
業
者
等
へ
支

払
う
実
費

補
助
額　
住
居
費
と
引
越
し
費
用
を
合

わ
せ
た
額
を
対
象
と
し
、
一
世
帯
あ

た
り
24
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

　
な
お
、
住
居
を
購
入
し
た
場
合
は
最

大
50
万
円
ま
で
補
助
し
ま
す
。

S
・
T　
企
画
政
策
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
３
１

農
地
の
違
反
転
用
は
、	

	

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

農
地
法
の
許
可
を
受
け
ず
、
農
地
以

外
の
用
途
で
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、

違
反
転
用
に
な
り
ま
す
。

農
地
を
埋
め
立
て
る
場
合
も
、
届
出

ま
た
は
、
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

違
反
転
用
し
た
業
者
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
土
地
所
有
者（
地
主
）に
も
厳
し

い
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

農
地
を
狙
っ
た「
甘
い
誘
い
」に
は
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
例
】

事
業
者「
お
宅
の
畑
を
貸

し
て
太
陽
光
発
電
を

や
り
ま
せ
ん
か
？
」

地
主　
「
い
い
で
す
よ
」

こ
の
よ
う
な
場
合
、
正
規
の
手
続
き

を
せ
ず
に
貸
し
て
し
ま
う
と
…

・
土
地
所
有
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

・
違
反
転
用
し
た
事
業
者
が
行
方
不
明

に
な
る
と
、
産
業
廃
棄
物
等
が
不
法

投
棄
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す

（
そ
の
際
は
、
土
地
所
有
者
が
撤
去

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）。

※
転
用
の
計
画
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず

事
前
に
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
を
！

T　
農
業
委
員
会
事
務
局

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
４
１

農
地
の
管
理
を
お
願
い
し
ま
す	

現
在
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
担

い
手
不
足
な
ど
に
よ
り
、
農
地
の
遊
休

化
が
進
み
草
等
で
荒
廃
し
て
い
る
農
地

が
増
え
て
い
ま
す
。

農
地
を
適
正
に
管
理
し
な
い
と
、
周

辺
農
地
に
迷
惑
を
か
け
た
り
、
不
法
投

棄
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
等
の
撤
去
費

用
は
、
地
主
の
負
担
に
な
っ
て
し
ま
う

た
め
、
草
刈
り
等
を
し
て
農
地
の
保

全
・
管
理
に
努
め
る
よ
う
に
お
願
い
し

ま
す
。

T　
農
業
委
員
会
事
務
局

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
４
１

ご
み
出
し
前
に
ち
ょ
っ
と
確
認
！	

	

ご
み
の
出
し
方
・
分
別

◆
可
燃
ご
み

乾
電
池
、小
型
家
電
、電
気
コ
ー
ド
、

金
属
類
等
を
可
燃
ご
み
に
混
入
し
な
い

よ
う
分
別
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
生
ご
み
に
水
分
が
多
い
と
焼

却
す
る
時
間
が
多
く
な
り
、
地
球
温
暖

化
の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出

量
の
増
加
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
生
ご

み
を
出
す
と
き
は
、
十
分
に
水
切
り
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
ビ
ン
・
カ
ン
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

ビ
ン
・
カ
ン
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
資

源
と
し
て
再
利
用
さ
れ
ま
す
。
中
身
を

空
に
し
、
水
洗
い
を
行
い
、
異
物
を
混

入
さ
せ
な
い
よ
う
に
分
別
を
お
願
い
し

ま
す（
ビ
ン
の
キ
ャ
ッ
プ
は
外
し
金
属

製
の
も
の
は
不
燃
ご
み
で
出
し
て
く
だ

さ
い
）。

紙
リ
サ
イ
ク
ル
の
活
用

段
ボ
ー
ル
・
新
聞
・
雑
誌
・
紙
パ
ッ

ク
な
ど
使
用
後
に
き
ち
ん
と
分
別
・
収

集
す
る
こ
と
で
古
紙
と
し
て
３
回
か
ら

５
回
は
再
生
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

紙
は
大
切
な
資
源
で
す
。
燃
や
し
た

り（
家
庭
ご
み
の
焼
却
行
為
は
禁
止
で

す
）、
ご
み
と
し
て
捨
て
る
前
に
、
も

う
一
度
資
源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を

考
え
ま
し
ょ
う
。
市
で
は
、
資
源
回
収

団
体
へ
の
奨
励
金
制
度
や
リ
サ
イ
ク
ル

倉
庫（
古
紙
収
集
場
所
）の
設
置
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
こ
の
よ
う

な
場
所
を
活
用
し
て
、

ぜ
ひ
紙
リ
サ
イ
ク
ル
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ご
み
集
積
所
の
利
用
マ
ナ
ー
に
つ
い
て

集
積
所
は
利
用
者
の
方
が
協
力
し
て

管
理
し
て
い
ま
す
。
き
ち
ん
と
分
別
を
し

て
収
集
曜
日
や
時
間
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

T　
環
境
保
全
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
６
１
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行政からの
お知らせ

information

住
宅
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備	

	
	

設
置
補
助
金

市
で
現
在
行
っ
て
い
る
、
住
宅
用
省

エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
設
置
費
用
の
一
部
補

助
に
つ
い
て
、８
月
１
日
受
付
分
か
ら
、

補
助
制
度
が
一
部
変
更
と
な
り
ま
す
。

補
助
対
象
の
主
な
変
更
点

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
さ
れ

る
方
は
既
築
住
宅
へ
の
発
電
設
備
の
設

置
が
補
助
対
象
と
な
り
、
新
築
住
宅
、

建
売
住
宅
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す

る
場
合
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ

ム（
Ｈ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
）ま
た
は
定
置
用
リ
チ
ウ

ム
イ
オ
ン
蓄
電
シ
ス
テ
ム（
蓄
電
池
）が

設
置
済
み
で
あ
る
か
同
時
に
設
置
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

補
助
金
額　
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム　

１
㌗
あ
た
り
２
万
円(

限
度
額
９
万
円)

※
４・５
㌗
ま
で

定
置
用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
シ
ス

テ
ム（
蓄
電
池
）（
限
度
額
10
万
円
）

※
新
築
、
既
築
、
建
売
住
宅
が
対
象

◆
申
請
の
受
付
は
、
予
算
枠
を
超
え
た

時
点
で
終
了
し
ま
す
。
各
設
備
の
要

件
や
申
請
方
法
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
す
る
か
、問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

T　
環
境
保
全
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
６
３

h
http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/15/

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
制
度

市
内
の
施
工
業
者
を
利
用
し
て
、
個

人
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
う
場

合
に
、
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
者　
市
内
在
住
で
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
し
居
住
し
て
い
る
方

　
世
帯
全
員
が
市
税
な
ど
の
滞
納
が
無

い
方

対
象
の
住
宅　
市
内
に
自
ら
居
住
し
て

い
る
住
宅（
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
集
合

住
宅
等
は
個
人
専
有
部
分
・
店
舗
等

の
併
用
住
宅
は
個
人
住
宅
部
分
）

対
象
の
工
事　
市
内
施
工
業
者
の
行
う

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
で
、
工
事
費
が
10

万
円（
消
費
税
を
除
く
）以
上
で
あ
る

も
の

�

他
の
補
助
制
度
な
ど
に
よ
る
補
助
金

や
助
成
金
を
受
け
て
い
な
い
も
の

補
助
金
額　
補
助
対
象
費
用
の
10
分
の

１
の
額（
上
限
20
万
円
）

受
付
開
始　
８
月
28
日
㈪　
午
前
８
時

30
分
～

そ
の
他　
事
業
費
の
範
囲
内
に
お
け
る

先
着
順
と
し
、
補
助
金
の
交
付
決
定

前
に
着
工
し
て
い
る
工
事
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

補
助
は
同
一
世
帯
１
回
限
り
で
す
。

T　
都
市
整
備
課

�

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
９
２

地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

車
上
ね
ら
い
に
注
意
！

行
楽
シ
ー
ズ
ン
は
海
水
浴
場
や
キ
ャ

ン
プ
場
、
遊
園
地
な
ど
の
行
楽
地
で
の

車
上
ね
ら
い
被
害
が
多
発
す
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
。
警
察
や
防
犯
協
会
で
も
パ

ト
ロ
ー
ル
を
強
化
い
た
し
ま
す
が
、
み

な
さ
ま
も
次
に
あ
げ
る
対
策
を
し
て
被

害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

◆
車
上
ね
ら
い
へ
の
対
策

・
短
時
間
で
も
、
車
か
ら
離
れ
る
時
は

必
ず
鍵
を
か
け
、
確
実
に
窓
も
閉
め

ま
し
ょ
う
。

・
車
内
に
は
貴
重
品
な
ど
を
置
か
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
ま
た
、
財
布
、
携
帯
電
話
、
運
転

免
許
証
な
ど
の
貴
重
品
は
必
ず
持
ち

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
防
犯
機
器
を
取
り
付
け
ま
し
ょ
う
。

・
窓
ガ
ラ
ス
の
振
動
や
不
正
な
ド
ア
の

開
閉
に
反
応
し
て
警
報
音
を
発
す
る

警
報
装
置
な
ど
を
取
り
付
け
て
、
愛

車
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

個
人
事
業
税
の
納
付

個
人
事
業
税
第
1
期
分
の
納
期
限

は
、
８
月
31
日
㈭
で
す
。

納
税
通
知
書
は
８
月
上
旬
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納
期
限

ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
個
人
事
業
税
の
納
税
は
口
座

振
替
を
利
用
さ
れ
る
と
便
利
で
す
。

T　
東
金
県
税
事
務
所
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